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要介護者等に対するリハビリテーションサービス提供体制に関する検討会 

開催要綱 

 

１．目的 

 「介護保険制度の見直しに関する意見（令和元年 12 月 27 日）」（社会保障審議会介護

保険部会）において、「リハビリテーションについて、どの地域でも適時適切に提供され

るよう、介護保険事業（支援）計画での対応を含め更なる取組の充実が必要である」と

された。 

これを踏まえ、第８期介護保険事業（支援）計画における要介護者等に対する、訪問

リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、介護老人保健施設及び介

護医療院におけるリハビリテーションサービスの役割や整備目標等を検討するため、「要

介護者等に対するリハビリテーションサービス提供体制に関する検討会」（以下「検討会」

という。）を開催する。 

 

２．検討事項 

（１）介護保険事業（支援）計画における要介護者等に対するリハビリテーションの取組

及び目標設定の在り方 

（２）（１）を PDCAサイクルに沿って進めるための指標の在り方 

（３）その他 

 

３．構成員 

（１）構成員は、別紙のとおりとする。また、その任期は令和３年３月 31 日までとする。 

（２）検討会の座長は、構成員の互選によりこれを定める。座長は、検討会の事務を総理

し、検討会を代表することとする。座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名

する構成員が、その職務を代行することとする。 

 

４．運営等 

（１）検討会は、老健局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２）検討会においては、必要に応じ、３．構成員（１）の構成員以外の関係者の出席を

求めることができる。 

（３）検討会は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公表する。 

（４）検討会の庶務は、老健局老人保健課において処理する。 

（５）この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要な事項は、会議において

定める。  
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